
株式会社設立に関する御案内

殿 山鹿市大字山鹿９７８番地

司法書士 松 本 剛 久

＊ 株式会社設立の為に次の事項を決めて下さい

商 号

本 店

１．

２．

３．

４．

目 的 ５．

６．

７．

８．

９．

発行する株式の総数 額面１株の金額 発 行 価 格 設立に際して発行する株式の総数

株 円 円 株

資本金 営業年度 株主総会開催時期

円 月 日より 月 日 月

公 告 を す る 方 法 設 立 希 望 年 月 日

月 日

払込を取り扱う金融機関

＊ 出資をする発起人の氏名・住所・生年月日及び引受株数

氏 名 住 所 生 年 月 日 引受株数



＊ 設立後の最初の役員

取 監

締 査

役 役

代表取締役 氏 名 住 所 生年月日

＊ 会社設立に至るまでの流れ

↓

定款案の作成 出資の履行（金融機関）

↓ ↓

類似商号の調査（司法書士） 取締役及び監査役の選任

↓ ↓

発起人による定款の作成 取締役及び監査役の調査

↓ ↓

公証人による定款の認証 取締役会

↓ ↓

発起人による株式全部の引受 登記申請（司法書士）

＊ 会社設立の為用意する物

（１）発起人全員の印鑑証明書 各１通

（２）代表取締役の印鑑証明書 ２通

（３）会社の印鑑（会社の印鑑として別に作る場合に必要）

（４）設立の為の費用

約３５万円（定款認証公証人手数料、印紙代含む）


